
15 2008. 4しらおか�しらおか�
広報広報�広報�

　老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、
公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上のかた及び65歳以上の
一定の障がいのあるかたを対象とした新たな高齢者医療制度「後期高
齢者医療制度」が 4 月から始まりました。�
 　医療機関で受診する際には、「後期高齢者医療被保険者証」を提示し
てください。�
　また、一人ひとりに保険料を負担していただくこととなります。�

�
○次のすべてにあてはまる被保
険者のかたは、平成２０年４
月から、保険料を年金天引き
（特別徴収）の方法で納めて
いただきます。　　�
　　対象となるかたには、後期
高齢者医療保険料仮徴収額決
定通知書（特別徴収開始のお
知らせになります）がお手元
に届きますので、ご確認くだ
さい。�
�
・平成１９年８月３１日の時点
で国民健康保険または国民
健康保険組合に加入してい
たかた�

・介護保険料が年金から天引
きされているかた�

・年額１８万円以上の年金を
受給しているかた�

・年金受給月の介護保険料と
後期高齢者医療保険料を合
算した額が、その月に受給
する年金額の２分の１を超
えないかた�

○保険料が年金天引きとならないかたにつきましては、平成２０年７月に送付される納付書で納めて
いただきます（普通徴収）。 
　　ただし、職場の健康保険や共済組合等の被用者保険に加入していたかたで、年額１８万円以上の
年金を受給しているかたは、平成２０年１０月から年金天引きとなります。�

保険料の年金天引きが始まります。�
後期高齢者医療被保険者証のイメージ�
※銀行のカードやクレジットカードと同じ大きさです�

単身世帯の場合です（ひな型）�
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後期　太郎　　様�

後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書�

埼玉県後期高齢者医療広域連合長　　須　田　健　治�

　平成２０年度分の後期高齢者医療保険料仮徴収額を次のとおり決定しましたので通知します。�

被保険者氏名� 後期　太郎� １２３４５６７８�

平成20年4月1日� 仮徴収額を決定しました。�
仮徴収額　　　　　　　　　　　　　　　　６，３００円�

保険料算定の基礎�
①賦課のもとと�
なる所得金額�②所得割率�

③所得割額� ④均等割額� ⑤算出額�
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後期高齢者医療仮徴収額特別徴収納入通知書�

平成２０年度　後期高齢者医療保険料仮徴収額�

徴　収　方　法� 年金天引� ４月徴収保険料額�
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義　務　者� 社会保険庁� ６月徴収保険料額�

特　別　徴　収�
対　象　年　金� 国民年金老齢年金� ８月徴収保険料額�

 特　別　徴　収�
対　象　年　金　額� ３２３，２００円� 仮 徴 収 合 計 額�

２，１００円�

２，１００円�

２，１００円�

６，３００円�

白岡町長　濱　田　福　司�

２９，７８０�

③+④�①×②�

��

��

被保険者番号�
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それぞれの月に
年金から天引き
される保険料額
です。�
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平成20年4月から�
新しい高齢者医療制度がはじまりました�
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新しい高齢者医療制度がはじまりました�
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回目�7回目�7回目�

問合せ 保 険 年 金 課 内線１４２・１４７・１４８
埼玉県後期高齢者医療広域連合　�０４８（８３３）３２２２

ＵＲＬ https://www.saitama-koukikourei.org/

国民年金保険料が後払いできる�国民年金保険料が後払いできる�
学 生 納 付 特 例 制 度 �学 生 納 付 特 例 制 度 �
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